
史跡等整備活用検討会議

地域振興部 文化・教育課



会議の目的 （検討課題）

史跡等の公有化・環境整備補助制

度のあり方を検討

発掘調査、保存整備等にかかる国・

県・市町村の連携の推進を検討



市町村が史跡等史跡等史跡等史跡等のののの積極的積極的積極的積極的なななな整備整備整備整備・・・・活用活用活用活用を

進めることで、文化観光戦略等の推進を

図り、もって地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化を目指すことを

支援するため、史跡等整備活用に係る新新新新

たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度を創設

審査会審査会審査会審査会でででで選定選定選定選定したしたしたした事業に補助金を交付

検討課題１

史跡等の公有化・環境整備補助制度のあり方を検討



新補助金審査のポイント

政 策

計画性

効 果

協 働

・首長首長首長首長がががが承認承認承認承認するするするする事業事業事業事業であること

・文化遺産を活用した市町村市町村市町村市町村のののの文化観光文化観光文化観光文化観光

戦略等戦略等戦略等戦略等のののの推進推進推進推進にににに資資資資するものするものするものするものであること

・整備完了、供用までを見据えた具体的な

年次計画であること

・整備、供用することで予想される効果が

明確に示されていること

・地元住民に存在と価値が認知され、共に

活用を図る仕組みがあること

新補助金選定審査会を設置（委員は有識者と行政で構成）



＜参考＞ 新補助金のイメージに適う地域振興の一例

総合計画での位置づけ

都市計画マスタープランなどでの位置づけ

遺跡の整備活用

●展示施設、復原建物、便益施設など

周辺施設などとの連携

●周遊ルートの整備など

住民相互の交流推進

●史跡公園を活用したイベントの開催など

市町村のシンボルとして維持管理などへの住民参加

地元住民が参画できる仕組み

文化観光資源としての整備

計画性を持った整備



新補助金のイメージ

【文化財保存事業費関係国庫補助】

・史跡等整備事業 （５０％）

・史跡公有化事業 （８０％）

・発掘調査事業 （５０％）

【県文化財保存事業費補助金 （（（（既存補助金既存補助金既存補助金既存補助金））））】

【【【【新補助金新補助金新補助金新補助金】】】】

・・・・史跡等整備事業史跡等整備事業史跡等整備事業史跡等整備事業

・・・・史跡公有化事業史跡公有化事業史跡公有化事業史跡公有化事業

・・・・学術発掘調査事業学術発掘調査事業学術発掘調査事業学術発掘調査事業

県
補

助
金

国
庫
補
助

金

＊＊＊＊審査審査審査審査ののののポイントポイントポイントポイントにににに

合致合致合致合致したものにしたものにしたものにしたものに限定限定限定限定

してしてしてして補助補助補助補助をををを上積上積上積上積みみみみ

・史跡等整備事業

・史跡公有化事業

・発掘調査事業

（１５％）

（６.６７％）

（２５％）

（１５％）

（５.３３％）

（５％）



負担割合の比較

％％％％

国庫補助 県負担 市町村負担

従来の比率 15 35

新補助を

適用した場合

30 20

従来の比率 6.67 13.33

新補助を

適用した場合

12 8

従来の比率 25 25

新補助を

適用した場合

30 20

史跡等整備

史跡公有化

学術発掘調査

50

80

50



新補助金の審査会を核として、現在の「史跡

等整備活用検討会議」に国等関係機関も参

画することで、文化財の発掘・研究・展示の

連携のための

発掘調査機関等の連携組織の枠組みづくり

を開始

検討課題２

発掘調査、保存整備等にかかる国・県・市町村の

連携の推進を検討



発掘調査機関の連携の考え方

発掘調査機関等

の連携組織

●統一的、政策的、計画的な

発掘・研究・展示の検討、

企画

●文化財業務の人的・技術

的な支援

●発掘技術・情報の共有化
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今後の予定

２３年度中

２４年４月～

サミットや作業部会での意見を

集約し、新補助制度を確立

新補助制度運用開始

連携組織の枠組みづくり


